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平成 24年 12月 19 日 

各 位 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

(変更)「株式会社光通信によるｅ－まちタウン株式会社の 

株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」の一部変更について 

 

株式会社光通信（以下「光通信」といいます。）およびｅ－まちタウン株式会社（以下「ｅ－まちタウン」と

いいます。）は、平成 24 年 10 月１日に「株式会社光通信によるｅ－まちタウン株式会社の株式交換による完

全子会社化に関するお知らせ」（以下「本件株式交換」といいます。）を公表いたしましたが、一部を下記の

とおり変更いたしましたのでお知らせいたします。  

 

記 

 

１. 変更の内容 

 ※なお、変更箇所には下線を付しております。 

 

変更箇所 

２. 株式交換の要旨〔p.３〕 

（３）本株式交換に係る割当の内容 

 

【変更前】 

 
株式会社光通信 

（株式交換完全親会社） 

ｅ－まちタウン株式会社 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る 

交換比率 
１ 50.0 

（注１）株式の割当比率  
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ｅ－まちタウン株式１株に対して、光通信株式 50 株を割当て交付します。ただし、光通信が保有す

るｅ－まちタウン株式 16,738 株については、本株式交換による株式の割当は行いません。 

（注２）本株式交換により交付する株式 

光通信は本株式交換により、光通信株式 353,100株を割当て交付いたしますが、交付する光通信株式

には光通信が保有する自己株式（平成 24年 10月１日現在 9,192,843 株）を充当する予定であり、新

株式の発行は行わない予定です。 

なお、ｅ－まちタウンは、効力発生日の前日までに開催する取締役会の決議により、本株式交換の効

力発生直前時（以下「基準時」といいます。）において有することとなるすべての自己株式（平成 24

年６月 30日現在 1,200株）（本株式交換に関して行使される会社法第 785条第１項に基づくｅ－まち

タウン株主の株式買取請求に係る株式の買取りによって取得する自己株式を含みます。）を基準時に

おいて消却する予定です。本株式交換により光通信が交付する株式数はｅ－まちタウンによる自己株

式の取得・消却等の理由により今後修正される可能性があります。 

【変更後】 

 
株式会社光通信 

（株式交換完全親会社） 

ｅ－まちタウン株式会社 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る 

交換比率 
１ 50.0 

（注１）株式の割当比率  

ｅ－まちタウン株式１株に対して、光通信株式 50 株を割当て交付します。ただし、光通信が保有す

るｅ－まちタウン株式 16,822 株については、本株式交換による株式の割当は行いません。 

（注２）本株式交換により交付する株式 

光通信は本株式交換により、光通信株式 288,900株を割当て交付いたしますが、交付する光通信株式

には光通信が保有する自己株式（平成 24年 10月１日現在 9,192,843 株）を充当する予定であり、新

株式の発行は行わない予定です。 

なお、ｅ－まちタウンは、平成 24年 12月 19 日付の取締役会において、平成 24 年 12月 28 日を効力

発生日として、その保有する自己株式 1,200 株（消却前の発行済株式総数に対する割合 5.04％）を

消却することを決議いたしました。 

 

２．変更の理由 

 本件株式交換に係る手続きの効率化を図るため、光通信が、光通信の連結子会社である株式会社アイ・イー

グループが保有するｅ－まちタウン株式を取得したこと、ならびにｅ－まちタウンの取締役会において、ｅ－

まちタウンが有するｅ－まちタウンの自己株式 1,200 株を消却することを決議したことにより、上記１.記載

の変更を行うことといたしました。 

 

以上 


